
［白丸調整池ダム放水時の河川増水を注意喚起する看板の位置図］

（河川法施行規則第26条第３項に基づく表示）

しろまるちょうせいち ほうすいじ かせんぞうすい ちゅういかんき かんばん いちず

看板(A)
かんばん かんばん

看板(B) 看板(C)
かんばん

看板(D)
かんばん


